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　春の桜と共に日本の四季を感じさせてくれる「紅葉」。昼夜の気温差が大きいほど紅葉
は美しくなるそうです。皆さん、今年は紅葉を見に行かれますか？

　掲載内容に関してご不明点等あれば、お気軽に当事務所までお問い合わせください。



November 201３最低賃金情報

平成25年度の最低賃金が
出そろいました

平成25年度の地域別最低賃金と発効日は下表のとおりとなりました。最も引き上げ額の高い都道府県
は愛知県の22円、最も低いものでも青森県をはじめとした22県の11円となりました。

平成25年度の地域別最低賃金と発効日

最低賃金の種類と改定タイミング

賃金については、毎年度、都道府県ごとにその最低額（最低賃金）が定められており、企業はその額
以上の賃金を労働者に支払うことが義務付けられています。この最低賃金には、都道府県ごとに1つず
つ定められた「地域別最低賃金」と、特定の産業に従事する労働者を対象に定められた「特定（産業
別）最低賃金」の2種類があり、毎年10月ごろに「地域別最低賃金」が改定されることになっています。
平成25年度についても全都道府県の「地域別最低賃金」が改定されましたので、確認しておきましょう。

この最低賃金については、その額や効力発生年月日を常時作業場の見やすい場所に掲示するなどの方
法で労働者に周知することが求められています。改定が必要な場合には対応するとともに、忘れずに周
知するようにしましょう。

最低賃金は周知が必要

表 平成25年度の 低賃金

都道府県名
低賃金時間額

引上額 発効年月日 都道府県名
低賃金時間額

引上額 発効年月日
改定前 改定後 改定前 改定後

北海道 719円 734円 15円 H25.10.18 滋賀 716円 730円 14円 H25.10.25

青森 654円 665円 11円 H25.10.24 京都 759円 773円 14円 H25.10.24

岩手 653円 665円 12円 H25.10.27 大阪 800円 819円 19円 H25.10.18

宮城 685円 696円 11円 H25.10.31 兵庫 749円 761円 12円 H25.10.19

秋田 654円 665円 11円 H25.10.26 奈良 699円 710円 11円 H25.10.20

山形 654円 665円 11円 H25.10.24 和歌山 690円 701円 11円 H25.10.19

福島 664円 675円 11円 H25.10.6 鳥取 653円 664円 11円 H25.10.25

茨城 699円 713円 14円 H25.10.20 島根 652円 664円 12円 H25.11.6

栃木 705円 718円 13円 H25.10.19 岡山 691円 703円 12円 H25.10.30

群馬 696円 707円 11円 H25.10.13 広島 719円 733円 14円 H25.10.24

埼玉 771円 785円 14円 H25.10.20 山口 690円 701円 11円 H25.10.10

千葉 756円 777円 21円 H25.10.18 徳島 654円 666円 12円 H25.10.30

東京 850円 869円 19円 H25.10.19 香川 674円 686円 12円 H25.10.24

神奈川 849円 868円 19円 H25.10.20 愛媛 654円 666円 12円 H25.10.31

新潟 689円 701円 12円 H25.10.26 高知 652円 664円 12円 H25.10.26

富山 700円 712円 12円 H25.10.6 福岡 701円 712円 11円 H25.10.18

石川 693円 704円 11円 H25.10.19 佐賀 653円 664円 11円 H25.10.26

福井 690円 701円 11円 H25.10.13 長崎 653円 664円 11円 H25.10.20

山梨 695円 706円 11円 H25.10.18 熊本 653円 664円 11円 H25.10.30

長野 700円 713円 13円 H25.10.19 大分 653円 664円 11円 H25.10.20

岐阜 713円 724円 11円 H25.10.19 宮崎 653円 664円 11円 H25.11.2

静岡 735円 749円 14円 H25.10.12 鹿児島 654円 665円 11円 H25.10.27

愛知 758円 780円 22円 H25.10.26 沖縄 653円 664円 11円 H25.10.26

三重 724円 737円 13円 H25.10.19
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【ワンポイントアドバイス】

このコーナーでは、人事労務管理で頻繁に問題になるポイントを社労士とその顧問先の総務部長との会話形式
で、分かりやすくお伝えします。

先日、とある大学からインターンシップを受け入れてくれないかと打診されました。当社と
しても雇用のミスマッチを解消したく、また就職活動中の学生の思いを聞きたいと思ってい
ることから、前向きに受け入れを検討しています。ただ、インターンシップ中にケガをする
などのことも予想されますが、その場合、労働者災害補償保険（労災保険）が利用できるの
ですか？

となると、何か民間の保険に加入してもらう必要があるのですか？

総務部長なるほど、学生にも従業員の方にもよい経験となりそうですね。保険のことですが、通常の
インターシップは雇用契約ではなく、業務とは判断されないため労災保険は利用できません。

確かに民間のインターンシップ保険への加入を勧める大学等もあるようですが、この10月にイ
ンターンシップ等に関する保険適用が整理され、健康保険が利用できることになりました。整
理された内容をより具体的に説明すると、健康保険では、被保険者または被扶養者の労働者災
害補償保険の業務災害以外の疾病、負傷若しくは死亡または出産に対して保険給付を行うこと
と、労災保険で適用されないものが給付の対象となりました。

社労士

1. 平成25年10月から、インターンシップ等で活動している際に災害に遭ったとき
で労災保険から給付が行われないときは、健康保険から給付が行われることに
なった。

2. 労災保険の特別加入をしていない役員が、業務中に災害に遭った場合には、1.
に関わらず健康保険から給付は行われない。ただし、健康保険の被保険者数が
5人未満の企業には例外がある。

労災保険および健康保険から
給付される内容について
整理されました

会話で学ぶ人事労務管理の勘どころ November 201３

なるほど。いまの説明を聞くと、労災保険の特別加入をしていない役員が、業務中に災害に
遭った場合でも健康保険が利用できるようになったとも判断できるのですが、そうなったの
ですか？

いえ、その部分は変更になっていません。あくまでも役員の業務中の災害は特別加入をし、労
災保険を利用しなければなりません。ただし、健康保険の被保険者数が5人未満である企業の役
員で、従業員が従事する業務と同じ業務をしているときに災害に遭った場合には、健康保険が
利用できるという例外が以前からあります。この例外については今後も継続することになって
います。

必要に応じて、これまで通り労災保険の特別加入も考えなければならないですね。

そうですね。災害に遭ってからでは遅いですのでご注意ください。

●●社会保険労務士事務所



増加傾向にある
平成26年3月卒業予定大学生等を
採用する中堅・中小企業数

この調査は29,697事業所に対して行われましたが、このうち「来春卒業予定の大学生採用予定があ
る」と回答した事業所は10,562事業所となっており、全体の35.6％を占め、前年度（26.2％）より9.4
％増加しています（表1参照）。また、この採用予定があると回答した事業所のうち、昨年度より多い
と回答した事業所は4,741事業所となっており、全体の45.0％を占め、前年度（40.5％）より4.5％増加
という結果になりました（表2参照）。

採用情報

新卒者の就職活動の早期化が問題となっていることを受けて、平成25年9月13日に一
般社団法人日本経済団体連合会が採用選考に関する指針を改定し、平成28年度入社以
降の選考活動の開始時期を卒業・修了年度の8月1日以降としています。大企業よりも
若干、遅い時期に採用活動を本格化させる中堅・中小企業にとっては、この指針の改
定は今後、大きな影響を与えることが予想されます。

November 201３

1.採用予定の全体動向
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表1 採用予定の有無
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表2 昨年度と比較した採用予定人数

（n=採用予定ありの事業所）

昨年度より多い 昨年度より少ない 昨年度と同程度 未定・無回答

次に「建設業」、「製造業」、「卸売業、小売業」、「医療、福祉」の4業種について、昨年度と比
較した採用予定（n＝採用予定あり事業所）を見てみると下表（表3～6）のとおりとなります。これら
の業種について、製造業以外は「昨年度より多い」と回答した事業所の割合が高くなっています。

2.主な産業分類別の動向

今回の調査結果をみる限り、中堅・中小企業が積極的に採用に向けて活動していることが窺えます。

9月に厚生労働省より、来春卒業予定の大学生等に対する求人見込みについての調査の結果が発表さ
れました。この調査は、ハローワークが新規学卒者向けの求人提出を要請した事業所などに対して、平
成25年6月1日から7月31日までの間に調査が行われたものになります。来春の採用予定が分かる内容と
なっていますので、その調査結果についてとり上げておきましょう。
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表3 建設業
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表4 製造業
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表5 卸売業、小売業
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表6 医療、福祉

昨年度より多い

昨年度より少ない

昨年度と同程度

未定・無回答

単位：％
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そもそも企業は、労働日ごとに始業・終業時刻を確認しこれを記録する必要があり、原則として客観
的な方法により行うことが求められています。企業によっては出勤簿に印鑑を押しているケースがみら
れますが、これでは始業・終業時刻を把握できていないため、原則的にはタイムカードなどを利用し
て、始業・終業時刻を記録し労働時間を管理することが求められます。

この労働時間の把握は、できるだけ客観的な方法によることが求められていますが、必ずしもタイム
カードを使用しなければならないというものではありません。例えば報告様式を配布して従業員に記入
させる自己申告制による方法も可能であり、その場合、自己申告により把握した労働時間が実際の労働
時間と合致しているか否かを必要に応じて実態調査するなどの措置が求められています。

1.労働時間の把握

次に、繁忙期のために時間外労働や休日労働（以下、残業という）を命じざるを得ないケースがあり
ますが、この残業については無制限に認められるものではなく、時間外労働・休日労働に関する協定届
（36協定）の範囲でさせる必要があります。併せて国から指針「過重労働による健康障害を防止するた
め事業者が講ずべき措置等」（平成18年3月17日基発第0317008号）が出されており、この中でいわゆる
過労死認定基準と呼ばれるものも示されています。これによると医学的な立場から労働時間と脳・心臓
疾患発症との因果関係が証明され、図表にすると下表のようになります。

2.過労死認定基準

労務管理情報 November 201３

今年8月以降、ブラック企業ということばを耳にすることが多くなりました。このような状況に伴い、
厚生労働省は長時間労働の抑制に向けた集中的な取組みを行うため、平成25年9月より若者の「使い捨
て」が疑われる企業等への重点的な監督指導を実施しています。今後より一層、企業に長時間労働の抑
制も含めた過重労働対策が求められることから、企業にとって重要となる3点について解説しましょう。

表 労働時間評価の目安と脳・心臓疾患発症の因果関係

月100時間超または発症前2～6ヶ月間に
1ヶ月当たり80時間を超えると

⇒業務と発症との関連性が強い。 強

発症前1～6ヶ月間に
1ヶ月当たり45時間を超えると

⇒時間外労働が長くなるほど
業務と発症との関連性が強まる。

発症前1～6ヶ月間に
1ヶ月当たり45時間以内の場合

⇒業務と発症との関連性が弱い。
弱

残業時間が

企業としては、残業が1ヶ月当たり45時間以内に収まるようにし、長時間労働になっている場合はそ
の原因を調べ、業務改善の実施や社内体制の見直しなどの対応が望まれます。

そもそも企業には1年以内ごとに1回（深夜業等の特定の有害業務などに従事する従業員については
6ヶ月以内ごとに1回）、定期的に健康診断を実施する義務が課されています。稀に業務の都合のために
健康診断を受診していない従業員や受診を拒む従業員がみられますが、万が一、従業員が倒れるといっ
た事態が起きると企業に安全配慮義務が問われかねません。確実に実施するとともに、長時間労働と
なっている従業員に対しては、その時間に応じて健康診断とは別に医師による面接指導を実施するなど
の対応が必要です。

3.健康診断の実施

ブラック企業への調査など
ますます強化される
過重労働防止対策

●●社会保険労務士事務所



経営情報

業種別にみる
年末賞与1人平均支給額

23年に引き続き給与2ヶ月分を支給する業種は見当たらず

2013年11月号

上記調査から、業種、事業所の従業員規模別に年末賞与支給労働者1人平均支給額などをまとめると、
以下のようになります。

11月になると、そろそろ年末賞与の準備をする季節です。ここでは賞与支給の参考資料として、厚生
労働省の「毎月勤労統計調査」（※）から、業種別に平成24年年末賞与の支給労働者1人平均支給額な
どを紹介します。

平成24年業種・事業所規模別年末賞与支給労働者1人平均支給額など（1）

産業

支給労働者1人平均支
給額

きまって支給する給与
に対する支給割合

支給労働者数割合 支給事業所数割合

円 ヶ月 ％ ％

5～29人 30～99人 5～29人 30～99人 5～29人 30～99人 5～29人 30～99人

調査産業計 257,692 332,164 0.96 1.10 70.0 89.8 67.7 88.9

建設業 225,860 388,737 0.72 0.96 68.7 88.8 64.0 85.2

総合工事業 233,170 277,892 0.75 0.79 66.8 78.0 60.3 73.1

職別工事業 198,990 * 0.58 * 59.6 * 55.6 *

設備工事業 235,310 558,701 0.79 1.36 80.6 100.0 79.1 100.0

製造業 247,196 329,861 0.88 1.06 67.9 87.6 65.9 86.8

消費関連製造業 203,229 236,631 0.80 0.83 60.6 83.1 56.2 82.8

素材関連製造業 262,526 395,765 0.92 1.23 70.6 88.8 70.8 88.5

機械関連製造業 274,501 346,728 0.92 1.07 74.0 90.9 72.7 88.8

食料品・たばこ 184,701 222,538 0.85 0.83 62.5 80.2 55.4 80.6

繊維工業 164,055 250,660 0.71 0.80 52.8 84.4 51.8 82.2

木材・木製品 183,986 283,446 0.79 0.96 74.4 98.3 68.6 96.6

家具・装備品 140,667 217,852 0.54 0.88 54.5 94.7 50.8 96.4

パルプ・紙 179,167 317,903 0.75 1.14 84.2 93.0 78.9 93.6

印刷・同関連業 201,918 229,248 0.75 0.79 61.7 88.9 58.4 88.4

化学、石油・石炭 529,367 605,794 1.49 1.56 88.4 92.9 87.7 91.7

プラスチック製品 209,585 314,103 0.89 1.11 69.7 92.2 63.8 90.9

ゴム製品 124,438 364,913 0.50 1.41 60.9 78.4 54.4 81.5

窯業・土石製品 221,231 349,409 0.83 0.96 69.4 89.0 67.4 91.4

鉄鋼業 290,493 411,710 1.00 1.16 69.1 89.7 68.6 90.0

非鉄金属製造業 385,664 381,098 1.29 1.23 76.4 97.4 76.7 97.0

金属製品製造業 255,294 400,689 0.86 1.28 64.0 79.9 72.2 80.6

はん用機械器具 249,733 492,600 0.85 1.57 75.9 100.0 72.1 100.0

生産用機械器具 259,321 327,967 0.91 0.95 75.9 92.3 74.9 90.0

業務用機械器具 363,855 337,063 1.13 1.11 79.0 91.2 78.9 86.9

電子・デバイス 306,619 319,750 0.96 0.99 63.3 80.4 67.3 77.5

電気機械器具 299,501 271,127 1.04 0.90 70.9 90.8 67.9 90.5

情報通信機械器具 336,462 289,803 1.19 1.12 75.9 77.9 72.7 75.5

輸送用機械器具 219,865 372,780 0.74 1.10 76.5 94.6 74.9 93.2

その他の製造業 340,569 314,038 0.98 0.99 68.5 82.4 66.3 78.0

電気・ガス・熱供給等 564,635 704,926 1.64 1.85 94.8 97.1 97.2 98.0

情報通信業 291,699 557,989 0.96 1.40 79.0 93.2 75.7 90.5

通信業 276,502 531,727 0.93 1.30 74.7 100.0 74.2 100.0

情報サービス業 301,103 465,577 0.99 1.28 80.7 92.5 77.5 88.7

映像音声文字情報 264,293 710,903 0.90 1.95 81.9 100.0 77.5 100.0

運輸業，郵便業 314,518 274,950 1.05 0.93 66.8 88.0 66.1 86.7

道路旅客運送業 74,154 114,313 0.43 0.55 20.8 84.9 23.3 82.6

道路貨物運送業 220,061 217,486 0.85 0.74 66.0 82.1 64.6 80.0

厚生労働省「毎月勤労統計調査」より作成

●●社会保険労務士事務所



経営情報 2013年11月号

平成24年業種・事業所規模別年末賞与支給労働者1人平均支給額など（2）

産業

支給労働者1人平均支
給額

きまって支給する給与
に対する支給割合

支給労働者数割合 支給事業所数割合

円 ヶ月 ％ ％

5～29人 30～99人 5～29人 30～99人 5～29人 30～99人 5～29人 30～99人

卸売業，小売業 252,990 272,653 0.93 0.99 68.8 90.2 68.1 90.5

卸売業 395,010 507,231 1.21 1.40 81.1 88.7 78.6 90.6

繊維・衣服等卸売業 239,605 124,186 1.00 0.68 66.1 100.0 58.9 100.0

飲食料品卸売業 253,128 356,947 0.88 1.14 82.4 84.9 75.8 88.9

機械器具卸売業 472,315 685,653 1.33 1.85 78.8 96.3 79.7 94.7

小売業 169,434 144,528 0.77 0.74 63.2 91.1 63.3 90.5

各種商品小売業 45,531 110,630 0.40 0.65 55.2 100.0 51.1 100.0

織物等小売業 135,264 196,055 0.75 1.09 70.5 34.8 68.1 40.0

飲食料品小売業 87,121 102,585 0.51 0.65 39.7 90.5 38.0 89.1

機械器具小売業 355,521 378,919 1.10 1.18 80.4 90.2 79.6 89.5

金融業，保険業 511,666 531,135 1.57 1.43 96.0 98.1 94.2 96.9

不動産業，物品賃貸業 355,821 422,475 1.13 1.24 83.0 91.9 80.3 91.5

不動産業 340,627 487,987 1.11 1.40 81.2 91.6 78.1 92.0

物品賃貸業 377,730 314,597 1.19 1.02 85.8 92.3 84.6 90.7

学術研究等 330,702 502,804 1.09 1.36 79.5 89.2 78.3 86.1

学術・開発研究機関 432,438 579,288 1.34 1.61 99.0 93.4 97.3 94.7

専門サービス業 378,808 621,947 1.21 1.57 85.7 77.5 85.6 82.4

広告業 221,407 265,916 0.77 0.87 75.5 77.6 68.2 66.7

技術サービス業 280,739 507,538 0.93 1.38 72.6 95.8 69.5 92.2

飲食サービス業等 40,342 71,814 0.35 0.41 46.7 83.1 41.3 82.4

宿泊業 88,983 100,050 0.55 0.47 49.3 65.7 46.3 64.9

飲食店 32,689 63,677 0.30 0.38 46.1 85.9 40.7 84.4

持ち帰り・配達飲食 52,508 106,897 0.51 0.57 48.7 85.7 41.4 88.6

生活関連サービス業等 156,039 168,012 0.67 0.73 59.6 82.3 51.6 81.4

娯楽業 128,533 155,341 0.58 0.71 67.5 86.2 54.5 86.5

教育，学習支援業 412,074 645,601 1.36 1.87 84.8 97.4 80.1 97.2

学校教育 525,613 658,658 1.69 1.90 98.3 100.0 97.5 100.0

他教育，学習支援 144,960 530,239 0.75 1.63 64.0 79.5 60.0 77.8

複合サービス事業 376,593 443,329 1.38 1.48 97.9 100.0 97.7 100.0

その他のサービス業 348,229 299,037 1.22 1.02 72.3 79.0 71.9 78.9

廃棄物処理業 251,924 367,333 0.90 1.17 80.7 93.6 80.1 90.9

自動車整備等 358,199 622,828 1.13 1.61 77.4 95.1 72.5 94.7

職業紹介・派遣業 198,031 114,070 1.09 0.45 67.9 62.5 68.2 60.3

他の事業サービス 371,815 254,005 1.25 0.95 65.0 77.0 64.4 78.1

厚生労働省「毎月勤労統計調査」より作成

平成24年の年末賞与支給労働者1人平均支給額は、調査対象企業の平均で事業所規模5～29人が約26万
円、事業所規模30～99人が約33万円となりました。個々の業種をみると数字が公表されていない業種も
ありますが、3万円台の業種がある一方、70万円台の業種があるなど、金額にはかなり大きな幅がみら
れます。

きまって支給する給与に対する支給割合については、22年、23年に引き続き2ヶ月分を支給している
業種はありませんでした。支給事業所数割合は、事業所規模30～99人で100％の業種がいくつかみられ
ました。

25年に入り景気回復の動きがみられるようになっていますが、年末賞与にどのような影響があるで
しょうか。

（※）毎月勤労統計調査
日本標準産業分類に基づく16大産業に属する常用労働者5人以上の約190万事業所（経済センサス基礎調査）から抽出し

た約33,000事業所を対象にした調査です。きまって支給する給与に対する支給割合とは、賞与を支給した事業所ごとに算
出した「きまって支給する給与」に対する「賞与」の割合（支給月数）の一事業所当たりの平均です。支給労働者数割合
は、常用労働者総数に対する賞与を支給した事業所の全常用労働者数（当該事業所で賞与の支給を受けていない労働者も
含む）の割合です。支給事業所数割合とは、事業所総数に対する賞与を支給した事業所数の割合です。詳細は以下の厚生
労働省のサイトで確認できます。
http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/30-1.html

●●社会保険労務士事務所



IT情報

簡単にゲットできる
「使い捨てアドレス」の使い方

2013年11月号

Yahoo! セーフティーアドレス

以上のように、「使い捨てアドレス」を簡単に発行することが
可能です。作成した使い捨てアドレス宛に送られてくるメールは、
メールソフトのフィルタ設定で自動的に仕分けられるようにして
おけば、管理も楽になることでしょう。

多数の案内メールや迷惑メールに悩まされている方は、一度試
してみることをお勧めします。

Gmailのアカウントに"+"を入れる

実はGmailのアドレスは、アカウントに“+～”といった任意の文字を追加しても問題なく送受信でき
るような仕組みです。例えば、“mykomon@gmail.com”というアドレスがある場合、後ろに
“+shopping”という文字を加え、“mykomon+shopping@gmail.com”としても問題なく元のアドレスへ
メールが届きます。他にも“mykomon+sns@gmail.com”や“mykomon+app@gmail.com”など、いろいろな
パターンを作成し、サービスごとに使い分けることができます。

これらは特別な設定なども不要で、手軽にできる裏ワザといえるでしょう。

インターネット全盛の現在、インターネット上の多種多様なサービスを利用している方は多くいらっ
しゃることでしょう。そうしたインターネットサービスに付き物なのが、メールアドレス（以下、アド
レスという）です。

特にサービスのログインIDや案内送付先としてアドレスを登録するケースは多くありますが、いろい
ろなサービスに同じアドレスで登録した結果、日々膨大な案内メールが届き、重要なメールが埋もれて
しまうということはよくあります。さらにどこからもれたのか、いつのまにか迷惑メールも届くように
なる可能性が・・・ということを考えると、プライベートのアドレスを登録することに抵抗を覚える方
がいらっしゃるかもしれません。

かといって、サービスごとに複数のアドレスを使い分けようにも、そんなにたくさんのアドレスを取
るのも面倒ですし、それらのメールアカウントの管理だけで逆に大変になりそうです。

今回は、そのようなことを防ぐため、1つのメールアカウントで複数のいわゆる「使い捨てアドレ
ス」を管理するテクニックをご紹介いたします。

Yahoo!セーフティーアドレス：http://www.yahoo-help.jp/app/answers/detail/a_id/47558/p/565

Yahoo!アカウントのアドレスの他に、最大30個の使い捨てアドレスを発行できるサービスです。
Yahoo!アカウントが「mykomon」であれば、“mykomon@yahoo.co.jp”が標準のアドレスになります

が、それとは全く関係ないアドレスを追加発行できます。追加したアドレスへ送られてくるメールは、
元の「mykomon」の受信トレイに届くため一括管理が可能です。

例えばインターネットショッピング用に“myko-shopping@yahoo.co.jp”というアドレスを発行し、
ユーザー登録や、オークション連絡のやり取り等でそのアドレスを利用するといった使い方ができま
す。万一スパムメールが届くようになれば、そのアドレスを削除して別のものを発行すればOKです。

●●社会保険労務士事務所



１．年末調整の準備

２．年末賞与の支払準備

３．所得税の予定納税額の減額申請（第2期分のみ）

４．翌年のカレンダーの作製

５．忘年会の準備

６．防火対策

年末の行事や年初の備品発注などの準備に追われます。スケジュールの確認を徹底し、もれのな
いようにしましょう。

お仕事備忘録
2013年11月

１．年末調整の準備

年末調整については、どこまで段取り・準備をすすめておくかで業務効率が大きく異なります。
対象者へ確認する事項、提出してもらう書類も多くあります。提出もれや添付忘れなどがないように、回収期限を早めに

設け、確認しましょう。

２．年末賞与の支払準備

今月は、賞与の支給額を決めるための準備があります。業績や勤務成績などの情報を整理し、人事評価資料の配布などを
行う必要があります。

３．所得税の予定納税額の減額申請（第2期分のみ）

予定納税をする人（注1）は、その年の申告納税見積額が予定納税基準額（注2）に満たないと見込まれる場合には、予定
納税額の減額にかかる承認を申請することができます。
11月1日～15日までに提出できる減額申請は、予定納税のうち第2期分のみです。
（注1）予定納税基準額が15万円以上になる場合、予定納税をしなければなりません。
（注2）予定納税基準額は、税務署が計算をして事前に納税者へ通知します。今年から平成49年分までは、この予定納税

基準額は所得税及び復興特別所得税の合計額で計算することになります。

４．翌年のカレンダーの作製

年が明けたら配布できるように、会社の年度カレンダーの準備を開始しましょう。
取引先へカレンダーを配布している場合には、年末の挨拶に間に合うように準備しましょう。

５．忘年会の準備

年末行事の大きなものに忘年会があります。
全社行事として執り行う場合は総務が中心となって企画運営していくこととなります。

□場所の確保
□来賓の確認
□乾杯の音頭、挨拶等の依頼
□余興の準備
□出席者数の確認

など、段取りよくすすめましょう。

６．防火対策

秋の火災予防運動の時期です。いざというときに慌てないように、避難訓練や非常時の対応方法について周知しておきま
しょう。

消防設備の点検：消火器、非常口、非常階段、避難経路など
非常時の対応方法見直し：連絡方法、避難対策など

冬にかけて火を取り扱う機会が増えてきます。火の後始末の方法などを確認しましょう。
また不用意に、燃えやすいもの等を屋外に放置しないようにしましょう。

●●社会保険労務士事務所



今月は、年末調整や賞与支給などの準備に追われます。

段取りよく計画をたててスムーズに業務ができるように

しましょう。
2013.11

お仕事
カレンダー

日 曜日 六曜 項 目

1 金 赤口

2 土 先勝

3 日 仏滅 文化の日

4 月 大安 振替休日

5 火 赤口

6 水 先勝

7 木 友引 立冬

8 金 先負

9 土 仏滅 ●秋季全国火災予防運動（～15日まで）

10 日 大安

11 月 赤口
●源泉所得税・住民税特別徴収分の納付（10月分）
●一括有期事業開始届（建設業）届出

12 火 先勝

13 水 友引

14 木 先負 ●労働保険料の支払（第2期分※口座振替を利用する場合）

15 金 仏滅 ●所得税の予定納税額の減額申請（第2期分のみ）提出期限

16 土 大安

17 日 赤口

18 月 先勝

19 火 友引

20 水 先負

21 木 仏滅

22 金 大安 小雪

23 土 赤口 勤労感謝の日

24 日 先勝

25 月 友引

26 火 先負

27 水 仏滅

28 木 大安

29 金 赤口

30 土 先勝
●健康保険・厚生年金保険料の支払（10月分） ※12月2日まで
●所得税の予定納税額の納付期限（第2期分） ※12月2日まで
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